
総
務
常
任
委
員
会

委
員
長　

加
藤
　
智
章

経
済
建
設
常
任
委
員
会

委
員
長　

寺
島
　
芳
枝

厚
生
環
境
教
育
常
任
委
員
会

委
員
長　

成
田
　
康
弘

●�

議
第
41
号　
第
８
次
多
治
見
市
総
合
計
画
基
本

計
画
を
変
更
す
る
に
つ
い
て

　

市
立
小
中
学
校
体
育
館
へ
の
空
調
機
整
備
に
つ
い

て
、「
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
を
活
用
す
る
と
の
こ

と
だ
が
、
体
育
館
が
将
来
建
て
替
え
と
な
っ
た
場
合
、

国
庫
へ
の
返
還
義
務
は
生
じ
る
の
か
。」
と
の
質
疑
が

あ
り
、「
設
備
の
付
け
替
え
な
ど
も
含
め
、
基
本
的
に

返
還
が
生
じ
な
い
よ
う
進
め
た
い
。」
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

　
次
に
、
事
業
の
発
注
方
式
な
ど
に
つ
い
て
質
疑
が
あ

り
、「
設
計
と
施
工
を
一
体
で
発
注
す
る
デ
ザ
イ
ン
ビ

ル
ド
方
式
を
採
用
し
、
工
期
短
縮
や
コ
ス
ト
削
減
を
図

る
。
ま
た
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
条
件
の
中
で
地
元
企
業

の
活
用
を
最
大
限
図
る
方
針
で
あ
る
。」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

　
次
に
、断
熱
工
事
の
可
能
性
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、

「
エ
ア
コ
ン
の
発
注
時
期
の
制
約
や
、
断
熱
工
事
を
同

時
に
実
施
し
た
場
合
の
大
幅
な
コ
ス
ト
増
な
ど
を
総
合

的
に
判
断
し
た
結
果
、
実
施
し
な
い
こ
と
と
し
た
。」

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
41
号
第
8
次
多
治
見
市
総
合
計
画

基
本
計
画
を
変
更
す
る
に
つ

い
て

原
案
可
決

●�

議
第
10
号　
多
治
見
市
企
業
立
地
促
進
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

　
今
回
の
条
例
改
正
に
よ
る
情
報
通
信
業
の
本
市
へ
の

進
出
に
伴
う
ト
ラ
ブ
ル
お
よ
び
候
補
地
に
つ
い
て
質
疑

が
あ
り
、「
本
条
例
改
正
の
計
画
の
際
に
、
他
市
で
ト

ラ
ブ
ル
に
な
っ
て
い
る
現
地
を
視
察
し
た
。
候
補
地
に

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
が
建
設
さ
れ
る
と
、
空
調
設
備
な
ど

が
マ
ン
シ
ョ
ン
の
目
の
前
に
設
置
さ
れ
る
た
め
、
恐
ら

く
騒
音
な
ど
の
苦
情
が
発
生
し
、
場
所
的
に
難
し
い
と

思
っ
た
。
多
治
見
市
内
で
も
用
途
地
域
で
事
務
所
が
建

設
で
き
る
場
所
で
あ
れ
ば
、
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
の
建
設

は
可
能
で
あ
る
が
、
住
宅
地
な
ど
に
は
積
極
的
に
誘
導

し
な
い
と
思
う
。
ま
た
、
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
は
、
特
別

高
圧
電
力
が
必
要
に
な
る
た
め
、
近
く
に
そ
の
電
線
も

必
要
に
な
る
。加
え
て
非
常
に
熱
が
出
る
設
備
で
あ
り
、

冷
却
用
の
水
の
確
保
も
必
要
で
あ
る
た
め
、
市
内
で
は

高
田
町
や
笠
原
町
が
対
象
に
な
る
と
想
定
し
て
い
る
。」

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
10
号
多
治
見
市
企
業
立
地
促
進
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
に
つ

い
て

原
案
可
決

●�

議
第
６
号　
多
治
見
市
関
谷
文
庫
基
金
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

　
「
本
来
市
が
予
算
化
し
て
購
入
す
る
べ
き
と
こ
ろ
、

市
の
財
源
が
厳
し
い
の
で
取
り
崩
す
と
い
う
こ
と
な
の

か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
市
全
体
と
し
て
古
く
か
ら

あ
る
基
金
な
ど
を
し
っ
か
り
整
理
し
て
い
く
考
え
に

沿
っ
た
も
の
で
、
あ
る
事
業
の
財
源
が
不
足
し
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、「
毎
年
5
0
0
万
円
と
大
き
な
金
額
な
の
で
、

結
構
な
図
書
を
購
入
で
き
る
と
思
う
。
基
金
を
全
部
使

い
切
る
ま
で
、
続
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
間
違
い
な

い
か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
当
面
の
方
針
と
し
て
は
、

定
期
預
金
分
に
つ
い
て
は
、
10
年
間
で
5
0
0
万
円
ず

つ
財
源
充
当
し
て
使
い
切
る
。
国
債
で
運
用
し
て
い
る

残
り
の
半
分
に
つ
い
て
は
、
今
後
10
年
間
の
中
で
、
ど

う
す
べ
き
か
を
御
寄
付
を
頂
い
た
方
の
意
思
に
沿
う
よ

う
な
形
で
検
討
し
て
い
く
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
６
号
多
治
見
市
関
谷
文
庫
基
金
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
に
つ

い
て

原
案
可
決

常任委員会審査概要

常
任
委
員
会
審
査
概
要

議
会
の
情
報
を
み
な
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
た
め
、

4
つ
の
常
任
委
員
会
で
の
審
査
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

市議会議員の失職に伴う委員長などの変更について
　吉田企貴氏が、令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙に立候補したため、令和
８年１月27日に失職しました。
　これに伴い、経済建設常任委員長に寺島芳枝議員を、副委員長に柴田雅也議員を選出しました。
また、議会運営委員には、柴田雅也議員を選任しました。任期は、委員会の残任期間です。

13 2026.5.1　No.227



常任委員会審査概要

●
承
第
１
号　
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
に
つ
い
て

　
衆
議
院
議
員
選
挙
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
費
に
つ
い

て
、
一
部
に
一
般
財
源
が
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
関
す
る
質

疑
が
あ
り
、「
国
の
交
付
基
準
額
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
本
市

で
は
期
日
前
投
票
所
を
２
か
所
設
置
し
、
国
の
基
準
を
上
回
る

人
員
配
置
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
市
費
が
必
要
に
な
る
。」
と

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●�

議
第
13
号　
令
和
７
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
６
号
）（
所
管
部
分
）

　
物
価
高
騰
対
策
生
活
支
援
事
業
費
に
つ
い
て
、
ギ
フ
ト
カ
ー

ド
か
ら
地
域
商
品
券
へ
配
布
内
容
を
変
更
し
た
こ
と
に
よ
る
影

響
に
関
す
る
質
疑
が
あ
り
、「
委
託
料
が
増
え
る
分
、
金
券
の

額
面
は
減
る
が
、
市
内
で
経
済
を
循
環
さ
せ
る
意
義
を
周
知
し

て
い
き
た
い
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●�

議
第
23
号　
令
和
８
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
予
算
（
所
管

部
分
）

　
人
口
対
策
戦
略
関
係
費
に
お
け
る
本
市
の
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
戦
略
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
現
在
、「
ち
ょ
う
ど
い

い
ま
ち
た
じ
み
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
含
む
シ
テ
ィ
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
の
見
直
し
を
、
他
課
の
若
手
職
員
の
協
力

も
得
な
が
ら
検
討
し
て
い
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
23
号
令
和
8
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
予

算
（
所
管
部
分
）

原
案
可
決

●�

議
第
23
号　
令
和
８
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
予
算
（
所
管

部
分
）

　
地
域
公
共
交
通
対
策
関
係
費
の
バ
ス
チ
ケ
ッ
ト
65
に
つ
い
て

質
疑
が
あ
り
、「
令
和
５
年
11
月
と
令
和
６
年
11
月
の
調
査
結

果
を
比
較
す
る
と
、
路
線
バ
ス
は
、
１
便
当
た
り 

0
・
8
人
、

き
き
ょ
う
バ
ス
は
、
令
和
５
年
と
令
和
６
年
の
差
が
プ
ラ
ス

16
・
7
％
で
、
大
き
な
効
果
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
バ
ス
チ

ケ
ッ
ト
65
は
、
高
齢
者
の
た
め
の
福
祉
施
策
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
公
共
交
通
の
維
持
の
た
め
に
実
施
し
て
い
る
。」
と
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
空
き
家
対
策
事
業
費
の
空
き
家
再
生
補
助
金
に
つ
い
て
質
疑

が
あ
り
、「
本
補
助
金
は
平
成
28
年
に
創
設
さ
れ
、
基
本
的
に

は
移
住
推
進
に
特
化
し
た
補
助
金
と
し
て
進
め
て
き
た
が
、
申

請
件
数
が
伸
び
て
い
な
い
状
況
も
あ
り
、
空
き
家
解
消
に
特
化

し
た
内
容
に
改
正
し
、
令
和
８
年
４
月
か
ら
運
用
し
た
い
。
今

ま
で
は
子
育
て
世
帯
や
新
婚
世
帯
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
今

後
は
、
世
帯
住
居
要
件
を
な
く
し
、
広
く
募
集
を
し
て
い
き
た

い
。
上
限
金
額
は
下
が
る
が
、
市
内
在
住
者
で
も
、
空
き
家
を

活
用
し
た
場
合
に
補
助
が
で
き
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
。」
と

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
23
号
令
和
8
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
予

算
（
所
管
部
分
）

原
案
可
決

●�

議
第
23
号　
令
和
８
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
予
算
（
所
管

部
分
）

　
後
期
高
齢
者
健
康
診
査
費
に
つ
い
て
、「
昨
年
度
と
比
べ
て
、

2
0
0
0
万
円
ほ
ど
増
え
て
い
る
が
、
新
年
度
は
特
別
な
事
業

が
あ
る
の
か
。
受
診
対
象
者
は
ど
の
程
度
か
。」
と
の
質
疑
が

あ
り
、「
令
和
８
年
度
か
ら
は
、
受
診
券
を
全
員
に
発
送
す
る

た
め
、
委
託
料
は
、
約
1
4
0
0
万
円
、
郵
便
料
が
約 

5
0
0
万
円
の
増
加
と
な
る
。
受
診
対
象
者
の
人
数
は
、
約
２

万
2
0
0
0
人
を
見
込
ん
で
い
る
。
す
こ
や
か
健
診
の
受
診
人

数
の
目
標
は
、
そ
の
う
ち
25
％
で
あ
る
5
5
0
0
人
で
、
さ
わ

や
か
健
診
は
、
10
％
の
2
2
0
0
人
で
あ
る
。」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

　

第
２
子
保
育
料
無
償
化
事
業
費
に
つ
い
て
、「
令
和
７
年
度

の
予
算
が
約
6
6
0
0
万
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
令
和
８
年

度
で
は
１
億 

2
7
0
0
万
円
と
約
２
倍
に
な
っ
て
い
る
が
、

３
歳
未
満
児
の
保
育
に
関
す
る
受
け
入
れ
態
勢
は
で
き
て
い
る

の
か
。」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
第
２
子
以
降
の
３
歳
未
満
児
の

保
育
料
無
償
化
な
ど
で
、
３
歳
未
満
児
の
保
育
ニ
ー
ズ
が
増
え

た
。
今
年
度
10
月
に
待
機
児
童
が
発
生
し
た
が
、
そ
れ
を
踏
ま

え
て
小
規
模
保
育
事
業
所
も
拡
大
し
て
い
る
の
で
、
態
勢
と
し

て
は
整
い
つ
つ
あ
る
。」
と
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
23
号
令
和
８
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
予

算
（
所
管
部
分
）

原
案
可
決

第
１
分
科
会（
総
務
常
任
委
員
会
所
管
）

第
1
分
科
会
長　

加
藤
　
智
章

第
２
分
科
会（
経
済
建
設
常
任
委
員
会
所
管
）

第
2
分
科
会
長　

寺
島
　
芳
枝

第
３
分
科
会（
厚
生
環
境
教
育
常
任
委
員
会
所
管
）

第
３
分
科
会
長　

成
田
　
康
弘

予
算
常
任
委
員
会

委
員
長　

若
尾
　
敏
之

14たじみ議会だより　―市民の声を形に―



常任委員会審査概要、6月定例会の予定、FM PiPiでの放送について

●�

議
第
23
号　
令
和
８
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
予
算
（
所
管

部
分
）　

　
多
治
見
駅
西
側
の
自
由
通
路
の
解
体
の
時
期
お
よ
び
工
事
期

間
中
の
動
線
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
令
和
９
年
の
1
月
か

ら
２
月
頃
の
着
手
を
予
定
し
て
い
る
。
Ｊ
Ｒ
貨
物
の
土
地
の
一

部
を
お
借
り
し
て
仮
設
通
路
を
確
保
し
、
遠
回
に
な
ら
な
い
よ

う
調
整
し
て
い
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
次
に
、
全
国
的
な
物
価
高
騰
な
ど
を
受
け
て
工
事
費
の
見
通

し
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
基
本
設
計
で
示
し
た
概
算
工
事

費
は
、
設
計
事
務
所
が
近
況
、
実
態
を
踏
ま
え
、
着
工
時
の
金

額
に
物
価
等
の
ス
ラ
イ
ド
も
あ
る
程
度
加
味
し
た
上
で
76
・
2

億
円
と
算
出
し
て
い
る
が
、
概
算
事
業
費
に
収
ま
る
の
か
、
難

し
い
状
況
に
あ
り
、
財
源
の
確
保
で
あ
る
と
か
、
入
札
の
工
夫

等
、
な
る
べ
く
コ
ス
ト
を
低
く
し
て
い
く
た
め
の
調
査
研
究
等

を
現
在
行
っ
て
い
る
。」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
お
も
な
議
案

事
件
番
号

件
　
　
名

審
査
結
果

議
第
23
号
令
和
8
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
予

算
（
所
管
部
分
）

原
案
可
決

第
4
分
科
会（
本
庁
舎
建
設
に
関
す
る

特
別
委
員
会
所
管
　

）

第
4
分
科
会
長　

石
田
　
浩
司

6月定例会の予定
5月28日（木）　本会議（招集～提案説明）

6月  5日（金）　本会議（質疑～委員会付託）

  　    　　　　 予算常任委員会（分科会付託）

  　  9日（火）　総務常任委員会

  　    　　　　 予算常任委員会第1分科会（質疑）

  　10日（水）　経済建設常任委員会

  　    　　　　 予算常任委員会第2分科会（質疑）

  　11日（木）　教育福祉常任委員会

  　    　　　　 予算常任委員会第3分科会（質疑）

  　12日（金）　本庁舎建設に関する特別委員会

  　    　　　　 予算常任委員会第4分科会（質疑）

  　15日（月）　委員会（請願予備日）

  　18日（木）　本会議（市政一般質問）　

  　19日（金）　本会議（市政一般質問）　

  　    　　　　 �予算常任委員会（分科会長報告
（質疑）、議員間討議、討論、表決）

  　22日（月）　本会議（市政一般質問：予備日）

  　26日（金）　本会議（委員長報告～表決）

＊会議は、午前10時からです。
＊提出議案などにより、委員会の開催予定日が変更になることがあります。
＊�一般質問当日の質問順位は、あらかじめホームページでお知らせします。なお、各議員は質問順位に従って
一般質問を行うため、各議員の一般質問の開始時間は未定です。
＊�６月19日（金）の予算常任委員会（分科会長報告（質疑）、議員間討議、討論、表決）は、本会議（市政一般
質問）が予備日にまで及んだ場合、その終了後に開催します。

議会からのお知らせ
市政一般質問をFM PiPiで定例会ごとに放送します
　これまで、市政一般質問に関するFM PiPiでの放送は、９月定例会に限り実施し
ていましたが、定例会ごとに放送することになりました。
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